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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の心臓を超音波で３次元走査することで生成された時系列に沿ったボリュームデ
ータ群それぞれから、心壁の運動に関する運動情報を生成する運動情報生成部と、
　前記運動情報生成部が生成した前記運動情報が所定の条件を満たす特異領域を各ボリュ
ームデータから抽出する抽出部と、
　前記抽出部によって一旦抽出された前記特異領域のそれぞれが保持された状態の画像を
生成する画像生成部と、
　前記画像生成部が生成した前記画像を表示するように制御する制御部と、
　を備え、
　前記画像生成部は、各特異領域の抽出元であるボリュームデータもしくは少なくとも一
つ以上の断面データが生成された心時相に応じて各特異領域に割り当てる色調を変化させ
たうえで、前記画像を生成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　被検体の心臓の対象領域のうち、複数の２次元領域を含むように走査をすることで生成
された時系列に沿った複数の断面データ群を用いて、心壁の運動に関する運動情報の前記
対象領域における３次元的な分布を生成する運動情報生成部と、
　前記運動情報生成部が生成した前記運動情報が所定の条件を満たす特異領域を前記対象
領域に分布した運動情報から抽出する抽出部と、
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　前記抽出部によって一旦抽出された前記特異領域のそれぞれが保持された状態の画像を
生成する画像生成部と、
　前記画像生成部が生成した前記画像を表示するように制御する制御部と、
　を備え、
　前記画像生成部は、各特異領域の抽出元であるボリュームデータもしくは少なくとも一
つ以上の断面データが生成された心時相に応じて各特異領域に割り当てる色調を変化させ
たうえで、前記画像を生成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　被検体の心臓を超音波で２次元走査することで生成された時系列に沿った断面データ群
を用いて、心壁の運動に関する運動情報の、前記２次元走査領域における２次元的な分布
を生成する運動情報生成部と、
　前記運動情報生成部が生成した前記運動情報が所定の条件を満たす特異領域を断面デー
タから抽出する抽出部と、
　前記抽出部によって一旦抽出された前記特異領域のそれぞれが保持された状態の画像を
生成する画像生成部と、
　前記画像生成部が生成した前記画像を表示するように制御する制御部と、
　を備え、
　前記画像生成部は、各特異領域の抽出元であるボリュームデータもしくは少なくとも一
つ以上の断面データが生成された心時相に応じて各特異領域に割り当てる色調を変化させ
たうえで、前記画像を生成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　前記抽出部は、所定の閾値及び当該所定の閾値を越える範囲を前記所定の条件として、
前記特異領域を抽出することを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の超音波診
断装置。
【請求項５】
　前記抽出部は、所定の複数段階の区間値から設定される複数の範囲を前記所定の条件と
して、前記特異領域を抽出することを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の超
音波診断装置。
【請求項６】
　前記抽出部は、前記運動情報が空間的に極値となる値を含む範囲を前記所定の条件とし
て、前記特異領域を抽出することを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の超音
波診断装置。
【請求項７】
　前記抽出部は、各ボリュームデータもしくは少なくとも一つ以上の断面データから前記
特異領域を抽出する際に、処理対象となるボリュームデータもしくは少なくとも一つ以上
の断面データが生成された心時相における代表値により前記運動情報を規格化した上で抽
出処理を行なうことを特徴とする請求項４又は５に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記抽出部は、予め設定された値を前記代表値として用いることで、前記運動情報を規
格化することを特徴とする請求項７に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記抽出部は、各心時相における前記運動情報から推定された空間的な極値を前記代表
値として用いることで、前記運動情報を規格化することを特徴とする請求項７に記載の超
音波診断装置。
【請求項１０】
　前記抽出部は、所定の局所領域における前記運動情報の時系列区間内での極値を、前記
局所領域における前記代表値として用いることで、前記局所領域における前記運動情報を
規格化することを特徴とする請求項７に記載の超音波診断装置。
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【請求項１１】
　前記走査によって得られたデータに基づいて、前記局所領域の動きを追跡する追跡部、
　を更に備え、
　前記抽出部は、前記局所領域における前記運動情報の時系列区間内での極値を得る際に
、前記追跡部により追跡された局所領域の位置において得られた前記運動情報に基づいて
前記極値を求めることを特徴とする請求項１０に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記特異領域として抽出された心時相に関する時間の情報を出力するよ
うに制御することを特徴とする請求項１～１１のいずれか一つに記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記抽出部は、更に、連続する心時相における特異領域間の境界位置の時間的な変化に
関する時間的変化情報を算出し、当該算出した時間的変化情報を用いて興奮伝播速度の情
報を演算し、
　前記制御部は、前記時間的変化情報又は前記興奮伝播速度の情報の少なくとも一方を出
力するように制御することを特徴とする請求項１～１１のいずれか一つに記載の超音波診
断装置。
【請求項１４】
　前記運動情報生成部は、前記運動情報として、心臓組織の局所的な面積の変化率又は局
所的な面積の変化率の時間変化率の少なくとも一つを生成することを特徴とする請求項１
～１３のいずれか一つに記載の超音波診断装置。
【請求項１５】
　前記運動情報生成部は、前記運動情報として、心臓組織の局所的な歪み、当該心臓組織
の局所的な歪みの時間変化率である歪み率、心臓組織の局所的な回転、当該心臓組織の局
所的な回転の時間変化率である回転率、心臓組織の局所的な捻れ、当該心臓組織の局所的
な捻れの時間変化率である捻れ率、心臓組織の局所的な変位、又は、当該心臓組織の局所
的な変位の時間変化率である速度の少なくとも一つを生成することを特徴とする請求項１
～１３のいずれか一つに記載の超音波診断装置。
【請求項１６】
　前記運動情報生成部は、時系列データ間のパターンマッチングを含む処理により、前記
運動情報を生成することを特徴とする請求項１～１５のいずれか一つに記載の超音波診断
装置。
【請求項１７】
　被検体の心臓を超音波で３次元走査することで生成された時系列に沿ったボリュームデ
ータ群それぞれから、心壁の運動に関する運動情報を生成する運動情報生成部と、
　前記運動情報生成部が生成した前記運動情報が所定の条件を満たす特異領域を各ボリュ
ームデータから抽出する抽出部と、
　前記抽出部によって一旦抽出された前記特異領域のそれぞれが保持された状態の画像を
生成する画像生成部と、
　前記画像生成部が生成した前記画像を表示するように制御する制御部と、
　を備え、
　前記画像生成部は、各特異領域の抽出元であるボリュームデータもしくは少なくとも一
つ以上の断面データが生成された心時相に応じて各特異領域に割り当てる色調を変化させ
たうえで、前記画像を生成する、
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１８】
　被検体の心臓の対象領域のうち、複数の２次元領域を含むように走査をすることで生成
された時系列に沿った複数の断面データ群を用いて、心壁の運動に関する運動情報の前記
対象領域における３次元的な分布を生成する運動情報生成部と、
　前記運動情報生成部が生成した前記運動情報が所定の条件を満たす特異領域を前記対象
領域に分布した運動情報から抽出する抽出部と、
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　前記抽出部によって一旦抽出された前記特異領域のそれぞれが保持された状態の画像を
生成する画像生成部と、
　前記画像生成部が生成した前記画像を表示するように制御する制御部と、
　を備え、
　前記画像生成部は、各特異領域の抽出元であるボリュームデータもしくは少なくとも一
つ以上の断面データが生成された心時相に応じて各特異領域に割り当てる色調を変化させ
たうえで、前記画像を生成する、
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１９】
　被検体の心臓を超音波で２次元走査することで生成された時系列に沿った断面データ群
を用いて、心壁の運動に関する運動情報の、前記２次元走査領域における２次元的な分布
を生成する運動情報生成部と、
　前記運動情報生成部が生成した前記運動情報が所定の条件を満たす特異領域を断面デー
タから抽出する抽出部と、
　前記抽出部によって一旦抽出された前記特異領域のそれぞれが保持された状態の画像を
生成する画像生成部と、
　前記画像生成部が生成した前記画像を表示するように制御する制御部と、
　を備え、
　前記画像生成部は、各特異領域の抽出元であるボリュームデータもしくは少なくとも一
つ以上の断面データが生成された心時相に応じて各特異領域に割り当てる色調を変化させ
たうえで、前記画像を生成する、
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２０】
　被検体の心臓を超音波で３次元走査することで生成された時系列に沿ったボリュームデ
ータ群それぞれから、心壁の運動に関する運動情報を生成する運動情報生成手順と、
　前記運動情報生成手順により生成された前記運動情報が所定の条件を満たす特異領域を
各ボリュームデータから抽出する抽出手順と、
　前記抽出手順によって一旦抽出された前記特異領域のそれぞれが保持された状態の画像
を生成する画像生成手順と、
　前記画像生成手順により生成された前記画像を表示するように制御する制御手順と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記画像生成手順は、各特異領域の抽出元であるボリュームデータもしくは少なくとも
一つ以上の断面データが生成された心時相に応じて各特異領域に割り当てる色調を変化さ
せたうえで、前記画像を生成する、
　ことを特徴とする画像処理プログラム。
【請求項２１】
　被検体の心臓の対象領域のうち、複数の２次元領域を含むように走査をすることで生成
された時系列に沿った複数の断面データ群を用いて、心壁の運動に関する運動情報の前記
対象領域における３次元的な分布を生成する運動情報生成手順と、
　前記運動情報生成手順が生成した前記運動情報が所定の条件を満たす特異領域を前記対
象領域に分布した運動情報から抽出する抽出手順と、
　前記抽出手順によって一旦抽出された前記特異領域のそれぞれが保持された状態の画像
を生成する画像生成手順と、
　前記画像生成手順が生成した前記画像を表示するように制御する制御手順と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記画像生成手順は、各特異領域の抽出元であるボリュームデータもしくは少なくとも
一つ以上の断面データが生成された心時相に応じて各特異領域に割り当てる色調を変化さ
せたうえで、前記画像を生成する、
　ことを特徴とする画像処理プログラム。
【請求項２２】
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　被検体の心臓を超音波で２次元走査することで生成された時系列に沿った断面データ群
を用いて、心壁の運動に関する運動情報の、前記２次元走査領域における２次元的な分布
を生成する運動情報生成手順と、
　前記運動情報生成手順が生成した前記運動情報が所定の条件を満たす特異領域を断面デ
ータから抽出する抽出手順と、
　前記抽出手順によって一旦抽出された前記特異領域のそれぞれが保持された状態の画像
を生成する画像生成手順と、
　前記画像生成手順が生成した前記画像を表示するように制御する制御手順と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記画像生成手順は、各特異領域の抽出元であるボリュームデータもしくは少なくとも
一つ以上の断面データが生成された心時相に応じて各特異領域に割り当てる色調を変化さ
せたうえで、前記画像を生成する、
　ことを特徴とする画像処理プログラム。
【請求項２３】
　被検体の心臓を超音波で３次元走査することで生成された時系列に沿ったボリュームデ
ータ群それぞれから、心壁の運動に関する運動情報を生成する運動情報生成部と、
　前記運動情報生成部が生成した前記運動情報が所定の条件を満たす特異領域を各ボリュ
ームデータから抽出する抽出部と、
　前記抽出部によって一旦抽出された前記特異領域のそれぞれが保持された状態の画像を
生成する画像生成部と、
　前記画像生成部が生成した前記画像を表示するように制御する制御部と、
　を備え、
　前記抽出部は、
　所定の閾値及び当該所定の閾値を越える範囲を前記所定の条件として、前記特異領域を
抽出し、
　各ボリュームデータもしくは少なくとも一つ以上の断面データから前記特異領域を抽出
する際に、処理対象となるボリュームデータもしくは少なくとも一つ以上の断面データが
生成された心時相における代表値により前記運動情報を規格化した上で抽出処理を行ない
、
　所定の局所領域における前記運動情報の時系列区間内での極値を、前記局所領域におけ
る前記代表値として用いることで、前記局所領域における前記運動情報を規格化する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２４】
　被検体の心臓の対象領域のうち、複数の２次元領域を含むように走査をすることで生成
された時系列に沿った複数の断面データ群を用いて、心壁の運動に関する運動情報の前記
対象領域における３次元的な分布を生成する運動情報生成部と、
　前記運動情報生成部が生成した前記運動情報が所定の条件を満たす特異領域を前記対象
領域に分布した運動情報から抽出する抽出部と、
　前記抽出部によって一旦抽出された前記特異領域のそれぞれが保持された状態の画像を
生成する画像生成部と、
　前記画像生成部が生成した前記画像を表示するように制御する制御部と、
　を備え、
　前記抽出部は、
　所定の閾値及び当該所定の閾値を越える範囲を前記所定の条件として、前記特異領域を
抽出し、
　各ボリュームデータもしくは少なくとも一つ以上の断面データから前記特異領域を抽出
する際に、処理対象となるボリュームデータもしくは少なくとも一つ以上の断面データが
生成された心時相における代表値により前記運動情報を規格化した上で抽出処理を行ない
、
　所定の局所領域における前記運動情報の時系列区間内での極値を、前記局所領域におけ
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る前記代表値として用いることで、前記局所領域における前記運動情報を規格化する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２５】
　被検体の心臓を超音波で２次元走査することで生成された時系列に沿った断面データ群
を用いて、心壁の運動に関する運動情報の、前記２次元走査領域における２次元的な分布
を生成する運動情報生成部と、
　前記運動情報生成部が生成した前記運動情報が所定の条件を満たす特異領域を断面デー
タから抽出する抽出部と、
　前記抽出部によって一旦抽出された前記特異領域のそれぞれが保持された状態の画像を
生成する画像生成部と、
　前記画像生成部が生成した前記画像を表示するように制御する制御部と、
　を備え、
　前記抽出部は、
　所定の閾値及び当該所定の閾値を越える範囲を前記所定の条件として、前記特異領域を
抽出し、
　各ボリュームデータもしくは少なくとも一つ以上の断面データから前記特異領域を抽出
する際に、処理対象となるボリュームデータもしくは少なくとも一つ以上の断面データが
生成された心時相における代表値により前記運動情報を規格化した上で抽出処理を行ない
、
　所定の局所領域における前記運動情報の時系列区間内での極値を、前記局所領域におけ
る前記代表値として用いることで、前記局所領域における前記運動情報を規格化する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２６】
　被検体の心臓を超音波で３次元走査することで生成された時系列に沿ったボリュームデ
ータ群それぞれから、心壁の運動に関する運動情報を生成する運動情報生成部と、
　前記運動情報生成部が生成した前記運動情報が所定の条件を満たす特異領域を各ボリュ
ームデータから抽出する抽出部と、
　前記抽出部によって一旦抽出された前記特異領域のそれぞれが保持された状態の画像を
生成する画像生成部と、
　前記画像生成部が生成した前記画像を表示するように制御する制御部と、
　を備え、
　前記抽出部は、更に、連続する心時相における特異領域間の境界位置の時間的な変化に
関する時間的変化情報を算出し、当該算出した時間的変化情報を用いて興奮伝播速度の情
報を演算し、
　前記制御部は、前記時間的変化情報又は前記興奮伝播速度の情報の少なくとも一方を出
力するように制御する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２７】
　被検体の心臓の対象領域のうち、複数の２次元領域を含むように走査をすることで生成
された時系列に沿った複数の断面データ群を用いて、心壁の運動に関する運動情報の前記
対象領域における３次元的な分布を生成する運動情報生成部と、
　前記運動情報生成部が生成した前記運動情報が所定の条件を満たす特異領域を前記対象
領域に分布した運動情報から抽出する抽出部と、
　前記抽出部によって一旦抽出された前記特異領域のそれぞれが保持された状態の画像を
生成する画像生成部と、
　前記画像生成部が生成した前記画像を表示するように制御する制御部と、
　を備え、
　前記抽出部は、更に、連続する心時相における特異領域間の境界位置の時間的な変化に
関する時間的変化情報を算出し、当該算出した時間的変化情報を用いて興奮伝播速度の情
報を演算し、
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　前記制御部は、前記時間的変化情報又は前記興奮伝播速度の情報の少なくとも一方を出
力するように制御する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２８】
　被検体の心臓を超音波で２次元走査することで生成された時系列に沿った断面データ群
を用いて、心壁の運動に関する運動情報の、前記２次元走査領域における２次元的な分布
を生成する運動情報生成部と、
　前記運動情報生成部が生成した前記運動情報が所定の条件を満たす特異領域を断面デー
タから抽出する抽出部と、
　前記抽出部によって一旦抽出された前記特異領域のそれぞれが保持された状態の画像を
生成する画像生成部と、
　前記画像生成部が生成した前記画像を表示するように制御する制御部と、
　を備え、
　前記抽出部は、更に、連続する心時相における特異領域間の境界位置の時間的な変化に
関する時間的変化情報を算出し、当該算出した時間的変化情報を用いて興奮伝播速度の情
報を演算し、
　前記制御部は、前記時間的変化情報又は前記興奮伝播速度の情報の少なくとも一方を出
力するように制御する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置、画像処理装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体組織の機能を客観的かつ定量的に評価することは、当該生体組織の疾患を診断する
うえで重要であり、例えば、心疾患の診断では、心エコーにより心壁運動を定量的に評価
する定量的評価法が試みられている。
【０００３】
　心エコーを用いた定量的評価法の一例としては、超音波画像に特有のスペックルパター
ンに基づいて、超音波画像上の心筋に設定した点を追跡するスペックルトラッキングを用
いた方法がある。例えば、患者の心臓を時系列に沿って超音波により３次元で走査するこ
とで収集されたボリュームデータをスペックルトラッキングにより解析することで、左心
室などの心壁運動を３次元で定量的評価することができる。
【０００４】
　ここで、心臓は、電気刺激による機械的興奮（activation）により心筋が運動する電気
機械結合系の組織である。近年、電気的な刺激の伝播と機械的な興奮の伝播とには関連性
があるものと考えられている。例えば、左心室については心電図のＱＲＳ区間における電
気刺激を受けることで、心尖部が起点となって３次元的な拡がりを有する左室心筋が効率
的に血液を駆出するように同調して収縮の壁運動を起こす。このための壁運動の空間的な
伝播（局所的な収縮のタイミングに相当する）は、機械的な興奮の伝播の様子として捉え
ることができる。従って、心壁運動に関する情報である壁運動情報（例えば、心筋ストレ
インなどの指標値）の大きい部位は、「機械的興奮部位」に対応するものと考えられる。
そこで、例えば、複数の心時相におけるボリュームデータそれぞれの壁運動情報の空間的
なピーク値で規格化された指標値のうち、閾値以上の指標値を有する領域を特異領域とし
て標識する表示方法が知られている。かかる表示方法は、特異部位を経時的に更新するこ
とで、興奮伝播の様相を医師に提供するものである。
【０００５】
　しかし、上記の表示方法は、必ずしも、心臓における興奮伝播の様相を判り易く表示す
るものではなかった。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－３９４２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、心臓における興奮伝播の様相を容易に判別させるこ
とが可能となる超音波診断装置、画像処理装置及びプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態の超音波診断装置は、運動情報生成部と、抽出部と、画像生成部と、制御部と
を備える。運動情報生成部は、被検体の心臓を超音波で３次元走査することで生成された
時系列に沿ったボリュームデータ群それぞれから、心壁の運動に関する運動情報を生成す
る。抽出部は、前記運動情報生成部が生成した前記運動情報が所定の条件を満たす特異領
域を各ボリュームデータから抽出する。画像生成部は、前記抽出部によって一旦抽出され
た前記特異領域のそれぞれが保持された状態の画像を生成する。制御部は、前記画像生成
部が生成した前記画像を表示するように制御する。前記画像生成部は、各特異領域の抽出
元であるボリュームデータもしくは少なくとも一つ以上の断面データが生成された心時相
に応じて各特異領域に割り当てる色調を変化させたうえで、前記画像を生成する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成を説明するための図である
。
【図２】図２は、運動情報生成部が生成する運動情報の一例を説明するための図である。
【図３】図３は、従来の時相更新型の表示方法を説明するための図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る画像生成部を説明するための図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る第２の変形例を説明するための図（１）である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る第２の変形例を説明するための図（２）である。
【図７】図７は、第１の実施形態に係る第３の変形例を説明するための図である。
【図８】図８は、第１の実施形態に係る第４の変形例を説明するための図である。
【図９－１】図９－１は、第１の実施形態に係る第５の変形例を説明するための図（１）
である。
【図９－２】図９－２は、第１の実施形態に係る第５の変形例を説明するための図（２）
である。
【図１０】図１０は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１１】図１１は、第２の実施形態を説明するための図である。
【図１２】図１２は、第３の実施形態を説明するための図（１）である。
【図１３】図１３は、第３の実施形態を説明するための図（２）である。
【００１０】
　以下、添付図面を参照して、超音波診断装置の実施形態を詳細に説明する。
【００１１】
（第１の実施形態）
　まず、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成について説明する。図１は、第１の
実施形態に係る超音波診断装置の構成を説明するための図である。図１に示すように、本
実施形態に係る超音波診断装置は、超音波プローブ１と、モニタ２と、入力装置３と、心
電計４と、装置本体１０とを有する。
【００１２】
　超音波プローブ１は、装置本体１０と着脱自在に接続される体外式の超音波プローブで
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ある。超音波プローブ１は、複数の圧電振動子を有し、これら複数の圧電振動子は、後述
する装置本体１０が有する送受信部１１から供給される駆動信号に基づき超音波を発生す
る。また、超音波プローブ１は、被検体Ｐからの反射波を受信して電気信号に変換する。
また、超音波プローブ１は、圧電振動子に設けられる整合層と、圧電振動子から後方への
超音波の伝播を防止するバッキング材などを有する。
【００１３】
　超音波プローブ１から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被検体
Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号とし
て超音波プローブ１が有する複数の圧電振動子にて受信される。受信される反射波信号の
振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。なお
、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁などの表面で反射された場合の
反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依存して
、周波数偏移を受ける。
【００１４】
　ここで、第１の実施形態に係る超音波プローブ１は、セクタスキャンにより被検体Ｐを
超音波で２次元走査するとともに、被検体Ｐを３次元走査することが可能な超音波プロー
ブである。具体的には、第１の実施形態に係る超音波プローブ１は、複数の超音波振動子
を所定の角度（揺動角度）で揺動させることで、被検体Ｐを３次元走査する体外式のメカ
ニカルスキャンプローブである。
【００１５】
　なお、第１の実施形態は、超音波プローブ１が、複数の超音波振動子がマトリックス状
に配置されることで、被検体Ｐを３次元で超音波走査することが可能な２次元アレイ超音
波プローブである場合であっても適用可能である。２次元アレイ超音波プローブは、超音
波を電子的に集束して送信することで、被検体Ｐを電子的に３次元で走査することが可能
である。
【００１６】
　入力装置３は、マウス、キーボード、ボタン、パネルスイッチ、タッチコマンドスクリ
ーン、フットスイッチ、トラックボールなどを有し、超音波診断装置の操作者からの各種
設定要求を受け付け、装置本体１０に対して受け付けた各種設定要求を転送する。
【００１７】
　例えば、第１の実施形態に係る入力装置３は、ボリュームデータから生成される心壁運
動の情報の種別の指定や、生成された情報の出力形態の指定を操作者から受け付ける。な
お、第１の実施形態に係る入力装置３が受け付ける各種指定内容については、後に詳述す
る。
【００１８】
　モニタ２は、超音波診断装置の操作者が入力装置３を用いて各種設定要求を入力するた
めのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、装置本体１０において生成さ
れた各種画像などを表示したりする。
【００１９】
　心電計４は、装置本体１０と接続され、超音波走査が行なわれる被検体Ｐの心電図（Ｅ
ＣＧ：　Electrocardiogram）を取得する。心電計４は、取得した心電図を装置本体１０
に送信する。
【００２０】
　装置本体１０は、超音波プローブ１が受信した反射波に基づいて超音波画像を生成する
装置である。具体的には、第１の実施形態に係る装置本体１０は、超音波プローブ１が受
信した３次元の反射波データに基づいて３次元超音波画像（ボリュームデータ）を生成可
能な装置である。装置本体１０は、図１に示すように、送受信部１１と、Ｂモード処理部
１２と、ドプラ処理部１３と、画像生成部１４と、画像メモリ１５と、内部記憶部１６と
、ボリュームデータ処理部１７と、制御部１８とを有する。
【００２１】



(10) JP 5944633 B2 2016.7.5

10

20

30

40

50

　送受信部１１は、トリガ発生回路、送信遅延回路及びパルサ回路などを有し、超音波プ
ローブ１に駆動信号を供給する。パルサ回路は、所定のレート周波数で、送信超音波を形
成するためのレートパルスを繰り返し発生する。また、送信遅延回路は、超音波プローブ
１から発生される超音波をビーム状に集束して送信指向性を決定するために必要な圧電振
動子ごとの送信遅延時間を、パルサ回路が発生する各レートパルスに対し与える。また、
トリガ発生回路は、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１に駆動信号（
駆動パルス）を印加する。すなわち、送信遅延回路は、各レートパルスに対し与える送信
遅延時間を変化させることで、圧電振動子面からの送信方向を任意に調整する。
【００２２】
　なお、送受信部１１は、後述する制御部１８の指示に基づいて、所定のスキャンシーケ
ンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧などを瞬時に変更可能な機能を有して
いる。特に、送信駆動電圧の変更は、瞬間にその値を切り替え可能なリニアアンプ型の発
信回路、または、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される。
【００２３】
　また、送受信部１１は、アンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、受信遅延回路、加算器などを有し
、超音波プローブ１が受信した反射波信号に対して各種処理を行なって反射波データを生
成する。アンプ回路は、反射波信号をチャンネルごとに増幅してゲイン補正処理を行なう
。Ａ／Ｄ変換器は、ゲイン補正された反射波信号をＡ／Ｄ変換する。受信遅延回路は、デ
ジタルデータに受信指向性を決定するのに必要な受信遅延時間を与える。加算器は、受信
遅延回路により受信遅延時間が与えられた反射波信号の加算処理を行なって反射波データ
を生成する。加算器の加算処理により、反射波信号の受信指向性に応じた方向からの反射
成分が強調される。
【００２４】
　このように、送受信部１１は、超音波の送受信における送信指向性と受信指向性とを制
御する。ここで、第１の実施形態に係る送受信部１１は、超音波プローブ１から被検体Ｐ
に対して３次元で超音波ビームを送信させ、超音波プローブ１が受信した３次元の反射波
信号から３次元の反射波データを生成する。
【００２５】
　Ｂモード処理部１２は、送受信部１１から反射波データを受信し、対数増幅、包絡線検
波処理などを行なって、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータ（Ｂモードデータ）
を生成する。
【００２６】
　ドプラ処理部１３は、送受信部１１から受信した反射波データから速度情報を周波数解
析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度、分散、パワ
ーなどの移動体情報を多点について抽出したデータ（ドプラデータ）を生成する。
【００２７】
　なお、第１の実施形態に係るＢモード処理部１２およびドプラ処理部１３は、２次元の
反射波データおよび３次元の反射波データの両方について処理可能である。すなわち、第
１の実施形態に係るＢモード処理部１２は、３次元の反射波データから３次元のＢモード
データを生成することができる。また、第１の実施形態に係るドプラ処理部１３は、３次
元の反射波データから３次元のドプラデータを生成することができる。
【００２８】
　画像生成部１４は、Ｂモード処理部１２及びドプラ処理部１３が生成したデータから超
音波画像を生成する。すなわち、画像生成部１４は、Ｂモード処理部１２が生成したＢモ
ードデータから反射波の強度を輝度にて表したＢモード画像を生成する。具体的には、画
像生成部１４は、Ｂモード処理部１２が生成した３次元のＢモードデータから、３次元の
Ｂモード画像を生成する。
【００２９】
　また、画像生成部１４は、ドプラ処理部１３が生成したドプラデータから移動体情報を
表す平均速度画像、分散画像、パワー画像、又は、これらの組み合わせ画像としてのカラ
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ードプラ画像を生成する。具体的には、画像生成部１４は、ドプラ処理部１３が生成した
３次元のドプラデータから、３次元のカラードプラ画像を生成する。
【００３０】
　なお、以下では、画像生成部１４が生成した３次元のＢモード画像を「ボリュームデー
タ」と記載する。
【００３１】
　ここで、画像生成部１４は、一般的には、超音波走査の走査線信号列を、テレビなどに
代表されるビデオフォーマットの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）し、表示用
画像としての超音波画像を生成する。具体的には、画像生成部１４は、超音波プローブ１
による超音波の走査形態に応じて座標変換を行なうことで、表示用画像としての超音波画
像を生成する。また、画像生成部１４は、スキャンコンバート以外に種々の画像処理とし
て、例えば、スキャンコンバート後の複数の画像フレームを用いて、輝度の平均値画像を
再生成する画像処理（平滑化処理）や、画像内で微分フィルタを用いる画像処理（エッジ
強調処理）などを行なう。
【００３２】
　また、画像生成部１４は、超音波画像に、種々のパラメータの文字情報、目盛り、ボデ
ィーマークなどを合成した合成画像を生成することもできる。
【００３３】
　また、画像生成部１４は、ボリュームデータをモニタ２にて表示するための各種画像を
生成することができる。具体的には、画像生成部１４は、超音波ボリュームデータからＭ
ＰＲ（Multi　Planar　Reconstructions）画像、レンダリング画像（ボリュームレンダリ
ング画像やサーフェスレンダリング画像）を生成することができる。
【００３４】
　画像メモリ１５は、画像生成部１４が生成した超音波画像を記憶するメモリである。こ
こで、画像生成部１４は、ボリュームデータと当該ボリュームデータを生成するために行
なわれた超音波走査の時間とを、心電計４から送信された心電図に対応付けて画像メモリ
１５に格納する。すなわち、後述するボリュームデータ処理部１７は、画像メモリ１５に
格納されたデータを参照することで、ボリュームデータを生成するために行なわれた超音
波走査時の心時相を取得することができる。また、画像メモリ１５は、Ｂモード処理部１
２やドプラ処理部１３が生成したデータを記憶することも可能である。
【００３５】
　内部記憶部１６は、超音波送受信、画像処理及び表示処理を行なうための制御プログラ
ムや、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見など）や、診断プロトコルや各種ボディ
ーマークなどの各種データを記憶する。また、内部記憶部１６は、必要に応じて、画像メ
モリ１５が記憶する画像の保管などにも使用される。また、内部記憶部１６が記憶するデ
ータは、図示しないインターフェースを経由して、外部の周辺装置へ転送することができ
る。
【００３６】
　ボリュームデータ処理部１７は、画像メモリ１５が記憶するボリュームデータに対して
各種画像処理を行なう処理部であり、図１に示すように、運動情報生成部１７ａ及び抽出
部１７ｂを有する。また、上述した画像生成部１４は、ボリュームデータ処理部１７の処
理結果を用いて、各種画像を生成する。なお、ボリュームデータ処理部１７が行なう処理
と、ボリュームデータ処理部１７の処理結果を用いて画像生成部１４が生成する画像につ
いては、後に詳述する。
【００３７】
　制御部１８は、超音波診断装置の処理全体を制御する。具体的には、制御部１８は、入
力装置３を介して操作者から入力された各種設定要求や、内部記憶部１６から読込んだ各
種制御プログラム及び各種データに基づき、送受信部１１、Ｂモード処理部１２、ドプラ
処理部１３、画像生成部１４及びボリュームデータ処理部１７の処理を制御する。また、
制御部１８は、画像メモリ１５が記憶する超音波画像や、ボリュームデータ処理部１７に
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より行われる各種処理を指定するためのＧＵＩ、ボリュームデータ処理部１７の処理結果
に基づいて画像生成部１４が生成した画像などをモニタ２にて表示するように制御する。
【００３８】
　以上、第１の実施形態に係る超音波診断装置の全体構成について説明した。かかる構成
のもと、第１の実施形態に係る超音波診断装置は、ボリュームデータを生成し、生成した
ボリュームデータに対して処理を行なう。具体的には、第１の実施形態に係る超音波診断
装置は、被検体Ｐの心臓のボリュームデータを生成する。一例を挙げると、第１の実施形
態に係る超音波診断装置は、被検体Ｐの心臓の左心室（ＬＶ：Left　Ventricular）を１
心拍以上の期間にわたり時系列に沿って撮影した複数のボリュームデータ（ボリュームデ
ータ群）を生成する。
【００３９】
　そして、第１の実施形態に係る超音波診断装置は、被検体Ｐの心臓のボリュームデータ
群に対してボリュームデータ処理部１７及び画像生成部１４による処理を行なって、心臓
における興奮伝播の様相が描出された画像を生成し、表示する。
【００４０】
　まず、図１に示す運動情報生成部１７ａは、被検体Ｐの心臓を超音波で３次元走査する
ことで生成された時系列に沿ったボリュームデータ群それぞれから、心壁の運動に関する
運動情報を生成する。具体的には、運動情報生成部１７ａは、ボリュームデータ間のパタ
ーンマッチングにより、運動情報を生成する。より具体的には、運動情報生成部１７ａは
、各ボリュームデータに描出された心筋組織に設定された追跡点をスペックルパターンに
基づいて追跡することで、各追跡点の移動ベクトルを算出する。そして、運動情報生成部
１７ａは、各追跡点の移動ベクトルを用いて、局所的な心筋の動きを示す運動情報を生成
する。換言すると、運動情報生成部１７ａは、３次元のスペックルトラッキングを行なっ
て、運動情報を生成する。
【００４１】
　一例を挙げると、運動情報生成部１７ａは、運動情報として、心臓組織の局所的な面積
の変化率を生成する。
【００４２】
　例えば、入力装置３は、操作者から、ボリュームデータ群の中で、基準時相に収集され
たボリュームデータを第１フレームのボリュームデータとする設定要求を受け付ける。基
準時相としては、例えば、左心室が最も拡張される心時相が選択される。設定要求が転送
された制御部１８は、各ボリュームデータに対応付けられている情報に基づいて、ボリュ
ームデータ群の中で、最も早い時期に基準時相のボリュームデータとして生成されたボリ
ュームデータを選択する。そして、制御部１８は、選択したボリュームデータを第１フレ
ームのボリュームデータとして、画像メモリ１５から読み出す。そして、制御部１８は、
読み出した第１フレームのボリュームデータを運動情報生成部１７ａに転送する。なお、
第１フレームが設定されることにより、基準時相以降のボリュームデータは、「第２フレ
ーム、第３フレーム、～、第ｎフレーム」となる。
【００４３】
　運動情報生成部１７ａは、局所的な面積の変化率を求めるに際し、例えば、第１フレー
ムのボリュームデータに含まれる心筋の内膜面を抽出する。本実施形態では、運動情報生
成部１７ａは、左心室内膜面を抽出する。図２は、運動情報生成部が生成する運動情報の
一例を説明するための図である。
【００４４】
　運動情報生成部１７ａは、図２に示すように、第１フレームのボリュームデータに含ま
れる左心室内膜面に複数の追跡点を設定する。例えば、運動情報生成部１７ａは、図２に
示すように、左心室内膜面上に複数の矩形で構成されるメッシュを設定し、各矩形の頂点
を追跡点として設定する。なお、追跡点を設定するためのメッシュは、第１フレームのボ
リュームデータを複数方向の断面にて切断した複数のＭＰＲ画像や、左心室内膜面のサー
フェスレンダリング画像を参照した操作者により手動により設定される場合であっても良
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い。
【００４５】
　そして、運動情報生成部１７ａは、第１フレーム以降の各フレームにおいて、第１フレ
ームに設定した各追跡点がどの位置に移動したのかをスペックルトラッキングにより追跡
する。例えば、運動情報生成部１７ａは、図２に示すように、第１フレームの各追跡点に
対応する第ｎフレームの位置を特定する。そして、運動情報生成部１７ａは、図２に示す
ように、第１フレームの矩形の面積（Ａ１）と、第ｎフレームにおいて第１フレームの矩
形に該当する矩形の面積（Ａｎ）とを算出する。すなわち、運動情報生成部１７ａは、対
応する矩形ごとに、Ａ１及びＡｎを算出する。そして、運動情報生成部１７ａは、第ｎフ
レームの第１フレームに対する面積変化率（単位：％）として、「（（Ａｎ－Ａ１）／Ａ
１）×１００」を算出する。すなわち、運動情報生成部１７ａは、ボリュームデータ間で
対応する矩形それぞれの面積を算出して、当該矩形間の面積変化率を算出する。これによ
り、運動情報生成部１７ａは、左心室内膜面の局所的な面積変化率を算出する。すなわち
、運動情報生成部１７ａは、まず基準時相で内膜面の局所領域の面積（各矩形の面積）を
算出する。そして、運動情報生成部１７ａは、時間的に連続するボリュームデータにおい
て追跡点のトラッキングを行なうことで、各心時相の矩形の面積を算出し、各心時相の各
矩形の面積それぞれを、基準時相で対応する矩形の面積で規格化することにより局所的な
面積変化率を求める。これにより、運動情報生成部１７ａは、時間的に連続するボリュー
ムデータにおいて、各矩形がどのように変形したのか示す局所的な面積変化率を求める。
【００４６】
　なお、運動情報生成部１７ａは、運動情報として、局所的な面積の変化率（Area　chan
ge）の時間変化率（Area　change　rate）を算出しても良い。すなわち、運動情報生成部
１７ａは、局所的な面積の変化率の時間微分値を推定することで、面積変化率の時間変化
率を算出しても良い。なお、図２に示す「ｓ，ｉ，ｐ，ｌ」は、アメリカ心エコー図学会
などが推奨する１６分画において、「中隔（sept）、下壁（inf）、後壁（post）、側壁
（lat）」に対応する。
【００４７】
　図１に戻って、抽出部１７ｂは、運動情報生成部１７ａが生成した運動情報が所定の範
囲となる特異領域を各ボリュームデータから抽出する。具体的には、抽出部１７ｂは、所
定の閾値及び当該所定の閾値を越える範囲を上記の所定の範囲として、特異領域を抽出す
る。例えば、抽出部１７ｂは、各ボリュームデータにおける運動情報のピーク値を探索す
る。本実施形態では、面積変化率が負の値となることから、抽出部１７ｂは、各ボリュー
ムデータにおいて、面積変化率のピーク値として最小値を探索する。そして、抽出部１７
ｂは、各ボリュームデータにおいて探索したピーク値に対して、所定の設定値（α、ただ
し、αは、０以上で１より小さい値）を乗算した値を所定の閾値として決定する。そして
、抽出部１７ｂは、運動情報生成部１７ａが生成した運動情報が所定の閾値以下となる範
囲を上記の所定の範囲として、特異領域を抽出する。すなわち、抽出部１７ｂは、第ｎフ
レームの運動情報のピーク値と「α」により第ｎフレームの閾値を決定する。
【００４８】
　なお、基準時相として左心室が最も収縮する心時相が選択された場合、面積変化率は、
正の値となることから、抽出部１７ｂは、各ボリュームデータにおいて、面積変化率のピ
ーク値として最大値を探索する。そして、抽出部１７ｂは、各ボリュームデータにおいて
探索したピーク値に対して、「α」を乗算した値を所定の閾値として決定する。そして、
抽出部１７ｂは、所定の閾値以上となる範囲を上記の所定の範囲として、特異領域を抽出
する。
【００４９】
　ところで、特異領域の抽出処理は、運動情報の値をそのまま用いて行なわれる場合であ
っても良いが、以下に説明する運動情報の規格化を行なった後に行なわれる場合であって
も良い。すなわち、抽出部１７ｂは、各ボリュームデータから特異領域を抽出する際に、
処理対象となるボリュームデータが生成された心時相における代表値により運動情報を規
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格化した上で抽出処理を行なう。具体的には、抽出部１７ｂは、予め設定された値を代表
値として用いることで、運動情報を規格化する。
【００５０】
　例えば、抽出部１７ｂは、処理対象となるボリュームデータが生成された心時相におけ
る代表値を局所的な面積変化率のピーク値とする。そして、抽出部１７ｂは、ピーク値を
「１」とし、ピーク値以外の面積変化率をピーク値で除算することで、規格化する。これ
により、抽出部１７ｂは、各ボリュームデータの規格化後の運動情報（１以下の指標値）
において、「α」以上の値を有する領域を特異領域として抽出する。
【００５１】
　ところで、実心臓（左心室）では、「α」が「１」に近い値として設定された場合、規
格化後の運動情報に基づいて特異領域として抽出される領域が、狭い領域に限局され、興
奮伝播の様相が解りにくい。これは、壁運動指標値のピーク近傍の空間分布が尖っている
（狭い領域に限局している）ことに起因する。
【００５２】
　従って、興奮伝播の様相を解りやすくするためには、「α」を「０」に近い値として設
定し、規格化後の運動情報により特異領域として抽出される領域を増やして、特異領域を
広範囲にする必要がある。しかし、特異領域を広範囲とすると、各心時相におけるボリュ
ームデータの特異領域が重なることになる。
【００５３】
　従来では、特異領域を表示する場合、「時相更新型の表示方法」が行なわれていた。す
なわち、時相更新型の表示方法では、例えば、第１ボリュームデータに含まれる左心室内
膜面のサーフェスレンダリング画像に、第１ボリュームデータの特異領域を重畳した重畳
画像を表示させ、第２ボリュームデータに含まれる左心室内膜面のサーフェスレンダリン
グ画像に、第２ボリュームデータの特異領域を重畳した重畳画像を表示させていた。しか
し、各心時相の特異領域が広範囲で重なり合ってしまう場合、従来の時相更新型の表示方
法では、興奮伝播の様相が解りにくくなってしまっていた。
【００５４】
　図３は、従来の時相更新型の表示方法を説明するための図である。なお、図３は、規格
化後の面積変化率を用いて「α＝０．２」により特異領域を抽出した結果に対して、時相
更新型の表示方法を適用した一例である。また、図３に示す「ｓ，ｉ，ｐ，ｌ」は、図２
と同様に、アメリカ心エコー図学会などが推奨する１６分画に対応する。
【００５５】
　図３では、第１フレーム～第４フレームの重畳画像が、時相更新型の表示方法により表
示されている。なお、図３では、特異領域が、当該特異領域の抽出元であるボリュームデ
ータの心時相に対応付けられた色調にて表示されている。すなわち、図３に示す一例では
、特異領域が当該特異領域の心時相に応じて、カラーコード化されている。図３に示す第
１フレーム～第４フレームの重畳画像を参照することで、操作者（例えば、医師）は、各
心時相の特異領域を識別できる。しかし、操作者にとって、時相更新型の表示方法は、各
心時相の特異領域が広範囲で重なり合うため、興奮伝播の様相を把握することが困難であ
った。
【００５６】
　そこで、第１の実施形態では、心臓における興奮伝播の様相を容易に判別させるため、
以下に説明する画像生成部１４の処理が行なわれる。
【００５７】
　すなわち、図１に示す画像生成部１４は、処理対象となるボリュームデータから抽出部
１７ｂが抽出した特異領域を、当該処理対象となるボリュームデータ以前に生成されたボ
リュームデータから抽出部１７ｂが抽出した特異領域が保持された状態で重畳した重畳画
像を生成する。更に、図１に示す画像生成部１４は、各特異領域の抽出元であるボリュー
ムデータが生成された心時相に応じて各特異領域に割り当てる色調を変化させたうえで、
重畳画像を生成する。すなわち、画像生成部１４は、時相保持型の重畳画像を生成する。
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そして、図１に示す制御部１８は、画像生成部１４が生成した重畳画像をモニタ２に表示
するように制御する。
【００５８】
　図４は、第１の実施形態に係る画像生成部を説明するための図である。なお、図４は、
図３と同様に、規格化後の面積変化率を用いて「α＝０．２」により特異領域を抽出した
結果に対して、第１の実施形態の実施形態に係る画像生成部１４が生成した重畳画像であ
る。また、図４に示す「ｓ，ｉ，ｐ，ｌ」は、図２と同様に、アメリカ心エコー図学会な
どが推奨する１６分画に対応する。
【００５９】
　例えば、画像生成部１４は、図４に示すように、第１フレームの心時相に対応する色調
で着色した第１フレームの特異領域を第１フレームの左心室内膜面のサーフェスレンダリ
ング画像に重畳した重畳画像を生成する。そして、画像生成部１４は、第２フレームのボ
リュームデータを処理する場合、図４に示すように、第１フレームの特異領域と重複しな
い第２フレームの特異領域を、第２フレームの心時相に対応する色調で着色して、第２フ
レームの左心室内膜面のサーフェスレンダリング画像に重畳した重畳画像を生成する。
【００６０】
　また、画像生成部１４は、第３フレームのボリュームデータを処理する場合、図４に示
すように、第１フレーム及び第２フレームの特異領域と重複しない第３フレームの特異領
域を、第３フレームの心時相に対応する色調で着色して、第３フレームの左心室内膜面の
サーフェスレンダリング画像に重畳した重畳画像を生成する。また、画像生成部１４は、
第４フレームのボリュームデータを処理する場合、図４に示すように、第１フレーム～第
３フレームの特異領域と重複しない第４フレームの特異領域を、第４フレームの心時相に
対応する色調で着色して、第４フレームの左心室内膜面のサーフェスレンダリング画像に
重畳した重畳画像を生成する。
【００６１】
　このようにして画像生成部１４により生成された時相保持型の重畳画像は、制御部１８
の制御により、モニタ２にて、並列表示、又は、動画表示される。
【００６２】
　すなわち、第１の実施形態は、時間的に一旦閾値を超えた部位は既に興奮したものと考
え、その部位で最初に興奮した時相を「保持」した重畳画像を表示させるものである。ま
た、第１の実施形態は、全領域から未だ標識（カラーコード化）されていない部位のうち
、ある心時相で初めて相対的な閾値を超えた部位が時間と共に逐次追加されて標識（カラ
ーコード化）されるものである。すなわち、第１の実施形態に係る表示方法は、「時相保
持型の表示方法」である。
【００６３】
　かかる重畳画像を参照することで、操作者は、心時相の経過に応じて逐次追加された部
位（図４に示した矢印の領域を参照）を明確に認識することができる。すなわち、図３（
従来法）と比較すると、図４では、興奮伝播の様子が解りやすく描出されている。なお、
図３及び図４に示す一例は、左脚ブロックを伴う拡張型心筋症である被検体Ｐにおける収
縮開始時相での応答を示すものである。
【００６４】
　ところで、第１の実施形態は、以下に示す変形例により実行される場合であっても良い
。以下、第１の実施形態に係る変形例１～変形例５について順に説明する。
【００６５】
　まず、第１の変形例について説明する。第１の変形例は、抽出部１７ｂの処理に関する
ものである。上記の一例では、抽出部１７ｂが規格化に用いる代表値が、予め設定された
値であり、かかる値が、各心時相の運動情報のピーク値である場合について説明した。す
なわち、上記の一例では、代表値は、処理対象となるボリュームデータ群に応じて、変動
する値である。しかし、予め設定される値は、心時相に対応付けられた固定値である場合
であっても良い。
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【００６６】
　例えば、操作者は、運動情報として面積変化率を用いる場合、健常例における各心時相
での平均的な面積変化率の値をテーブルとして、内部記憶部１６に格納しておく。かかる
テーブルは、例えば、平均的な面積変化率の値を基準時相からの経過時間に対応付けたも
のである。一例を挙げると、かかるテーブルは、「７０ｍｓｅｃ：－５％、１２０ｍｓｅ
ｃ：－１０％、１４０ｍｓｅｃ：－１５％、１８０ｍｓｅｃ：－２０％、２００ｍｓｅｃ
：－２５％、・・・・・」といったテーブルである。抽出部１７ｂは、かかるテーブルを
参照して、「７０ｍｓｅｃ」のボリュームデータを処理する場合、「－５％」を代表値と
して規格化処理を行なう。また、抽出部１７ｂは、処理対象となるボリュームデータがテ
ーブルに設定されていない心時相である場合、最寄りの時間値での所定値を補間すること
で代表値を決定する。例えば、「１３０ｍｓｅｃ」のボリュームデータを処理する場合、
「１２０ｍｓｅｃ：－１０％、１４０ｍｓｅｃ：－１５％」を参照して、「－１０％」と
「－１５％」との平均値である「－１２．５％」を代表値として規格化処理を行なう。
【００６７】
　なお、操作者は、固定値を代表値として用いる場合、時間的に一定な値（例えば、－２
０％）を設定することも可能である。このように、固定値を代表値に用いる場合には、運
動情報の種別に応じて個別の固定値を用意しておき、興奮伝播情報を求めるのに用いる運
動情報の種別の選択に応じて切り換えて設定するのが好適である。なお、面積変化率や面
積変化率の時間変化率以外の運動情報については、後に説明する。
【００６８】
　或いは、第１の変形例に係る抽出部１７ｂは、各心時相における運動情報から推定され
た空間的な極値を代表値として用いることで、運動情報を規格化しても良い。すなわち、
抽出部１７ｂは、運動情報のピーク値を探索するのではなく、運動情報の統計的分析結果
からピーク値を推定しても良い。アーティファクトなどの影響でスパイク状ノイズが運動
情報の値に混入するような場合には、統計的推定により、ピーク値の推定を行なうことが
有用である。
【００６９】
　例えば、抽出部１７ｂは、処理対象となるボリュームデータから生成された運動情報の
平均値（μ）と、標準偏差（ｓｄ）を算出する。そして、抽出部１７ｂは、運動情報の値
が負である場合には、「μ－ｋ×ｓｄ」をピーク値として推定する。或いは、抽出部１７
ｂは、運動情報の値が正である場合には、「μ＋ｋ×ｓｄ」をピーク値として推定する。
なお、「ｋ」は「２～３」の値であることが望ましい。このように、運動情報の統計的分
析結果からピーク値を推定することは、ノイズの影響を排除するうえで有用である。
【００７０】
　更には、第１の変形例に係る抽出部１７ｂは、ある心時相における各点の運動情報を規
格化する処理を行なう代わりに、ある局所領域における運動情報を各心時相に亘って規格
化する処理を、各局所領域について行なっても良い。かかる場合、抽出部１７ｂは、所定
の局所領域における運動情報の時系列区間内での極値（ピーク値）を、局所領域における
代表値として用いることで、局所領域における運動情報を規格化する。具体的には、抽出
部１７ｂが運動情報の規格化を行なう際には、ある局所領域における運動情報の時間的変
化を監視する。そして、抽出部１７ｂは、空間的なピーク値の代わりに、局所領域での運
動情報が１心周期（或いは、収縮期や拡張期）の所定の区間内で有する時間的なピーク値
を、その局所領域での代表値として用いることで、運動情報を規格化する。このための局
所領域としては、各点（定義されている最小の空間分割の単位）で代表値を与えても良い
し、安定性を付帯させるために微少な領域における平均的なピーク値として代表値を与え
ても構わない。
【００７１】
　このようにすることで、対象とする運動情報の健常例における平均的な値が、生理的に
部位間でばらついている場合においても、運動情報の規格化が意図通りに機能しやすくな
る。
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【００７２】
　ここで、運動情報の時間的変化を監視して時間的なピーク値を求める際には、対象とな
る局所領域の動きを追跡して、運動情報を監視する位置を更新しながらピーク値の算出を
行うのが好適である。動きの情報は、運動情報生成部１７ａによるスペックルトラッキン
グ処理により得られているので、所定の区間内で動きにより位置を追跡しながら定義され
た運動情報（これまでに説明した実施例での運動情報についても、このように位置を追跡
しながら得られている）と同一の位置を用いれば良い。例えば、運動情報生成部１７ａは
、超音波走査によって得られたデータに基づいて、局所領域の動きを追跡する。そして、
抽出部１７ｂは、局所領域における運動情報の時系列区間内での極値（ピーク値）を得る
際に、追跡された局所領域の位置において得られた運動情報に基づいてピーク値を求める
。なお、局所領域の動き追跡は、運動情報生成部１７ａではなく、追跡部として別途設置
された処理部により行なわれる場合であっても良い。このような位置が追跡されたピーク
値の探索は、例えば、後に説明する図５などで示すPolar-map書式を用いると、本書式が
心臓の座標系で与えられていることから、同一の位置上での時間方向への運動情報の値を
比較することで簡便に実現されることが理解されよう。
【００７３】
　上述してきた本実施形態に関わる特異領域の表示は、心臓の局所的な動きに対応して位
置が追跡された出力が行われることが特徴である。そこで、本変形例のピーク値の探索に
おいても、心臓の局所的な動きに対応して位置を追跡することで、より局所的な解析の精
度が増すことが期待される。
【００７４】
　なお、時間的なピーク値を用いて運動情報の規格化を行なう際には、規格化後に有効な
特異領域のみを検出するために、所定の下限閾値のレベルを設定するのが好適である。こ
の下限閾値は、ノイズや殆ど変形しない組織（心筋梗塞による瘢痕であるｓｃａｒなど）
が誤検出されるのを防ぐのに有効である。
【００７５】
　この下限閾値としては、グローバルな時間的ピーク値に対して、数％程度となる値を用
いることが好適である。グローバルな時間的ピーク値は、例えば、各点でのピーク値を全
領域で平均して求める。或いは、下限閾値として、予め運動情報毎に定められた値を設定
しても良い。
【００７６】
　続いて、第２の変形例について説明する。第２の変形例は、画像生成部１４の処理に関
するものである。図４に示す一例では、サーフェスレンダリング画像に特異領域を「時相
保持型の表示方法」により重畳させていた。図５及び図６は、第１の実施形態に係る第２
の変形例を説明するための図である。
【００７７】
　これに対し、第２の変形例では、画像生成部１４は、Polar-map像に対して、特異領域
を「時相保持型の表示方法」により重畳させた重畳画像を生成する。図５に示す一例では
、アメリカ心エコー図学会などが推奨する１６分画のPolar-map像に対して、健常者であ
る被検体Ｐの拡張後期（Late-diastole）までの特異領域が「時相保持型の表示方法」に
より重畳されている。また、図６に示す一例では、１６分画のPolar-map像に対して、左
脚ブロック症例の被検体Ｐの拡張後期までの特異領域が「時相保持型の表示方法」により
重畳されている。なお、図５及び図６に示す「ant-sept」は、前壁中隔であり、「ant」
は、前壁であり、「lat」は、側壁であり、「post」は、後壁であり、「inf」は、下壁で
あり、「sept」は、中隔である。
【００７８】
　また、第２の変形例において、画像生成部１４は、時相保持型の重畳画像とともに、心
電波形と、１６分画ごとの平均運動情報（平均面積変化率）の時間変化曲線のグラフとを
合成しても良い。図５及び図６では、１６分画それぞれの平均面積変化率の時間変化曲線
を実線で示している。ただし、実際には、画像生成部１４は、各平均運動情報の時間変化
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曲線がどの分画に対応するものであるか判別可能なように、１６分画それぞれの平均運動
情報の時間変化曲線を分画ごとに割り当てられた色調で着色している。
【００７９】
　また、図５及び図６では、平均面積変化率の時間変化曲線とともに、心筋の体積の変化
率の時間変化曲線をそれぞれ点線ａ及び点線ｃで示している。また、図５及び図６では、
心内腔の体積の時間変化曲線をそれぞれ点線ｂ及び点線ｄで示している。すなわち、運動
情報生成部１７ａは、左心室の心筋の内膜面とともに左心室の心筋の外膜面に追跡点を設
定することで、心内腔の体積とともに、心筋の外膜内部の体積とを算出することができる
。そして、運動情報生成部１７ａは、心筋の外膜内部の体積から心内腔の体積を差し引く
ことで、各時相の心筋の体積を算出し、心筋の体積の変化率を算出する。画像生成部１４
は、これらの情報を運動情報生成部１７ａから取得することで、図５及び図６に示す時間
変化曲線のグラフを生成することができる。ここで、心内腔の体積情報は、駆出率や左室
の大きさといった情報として臨床上重要な意味を持つ。一方で、心筋体積から推定可能な
心筋重量（あるいは心筋重量を体表面積で規格化する場合もある）についても、例えば、
心筋症や肥大心の重症度を判断する指標として用いられている。従って、局所的な壁運動
異常を反映する分画毎の壁運動指標値と同時に、これらの体積情報を観察・評価可能であ
ることの意義は、後述する心臓再同期療法の効果判定への適用を一例に、非常に大きいと
いえる。
【００８０】
　図５に示す重畳画像を参照することで、操作者は、健常例において、心尖部から円周方
向に一様な興奮が弁輪部へと伝播する様相を一目で把握することができる。一方で、図６
に示す重畳画像を参照することで、操作者は、左脚ブロック症例において、円周方向の均
一性が途絶えた異常な興奮伝播となる様相を一目で把握することができる。すなわち、図
６に示す重畳画像を参照することで、操作者は、左脚ブロック症例において、心尖部から
前壁に抜けて側壁に回り込む興奮伝播の経路と、心尖部から後壁に抜ける興奮伝播の経路
があり、中隔部位が全体的に遅れて興奮する様相を一目で把握することができる。また、
図６に示す重畳画像を参照することで、操作者は、左脚ブロック症例にて中隔から前壁中
隔について良く見られる所見である、異常な早期興奮（septal-flash）の様相を一目で把
握することができる。
【００８１】
　現在、心臓の電気刺激伝播の観察は、観血的で侵襲性の高い診断法であるカテーテル挿
入による電気生理マッピング装置によって行われている。一方、図５及び図６に示す重畳
画像に描出される左心室の運動情報は、機械的興奮伝播の様相を示すものであるが、心電
波形として観察される電気刺激の伝播に対応していると考えられる。従って、「時相保持
型の表示方法」を用いることで、刺激伝導系異常の診断で用いられている電気生理マッピ
ング装置で得ているのと似た診断情報が、非観血的かつ簡便に得られる可能性があること
が示唆される。
【００８２】
　続いて、第３の変形例について説明する。第３の変形例も、画像生成部１４の処理に関
するものである。第３の変形例においては、画像生成部１４は、特異領域を時相保持型で
重畳させる画像としてＭＰＲ画像を用いる。図７は、第１の実施形態に係る第３の変形例
を説明するための図である。
【００８３】
　例えば、画像生成部１４は、ボリュームデータから、短軸断面や、長軸断面の複数のＭ
ＰＲ画像を生成する。図７に示す一例では、画像生成部１４は、領域Ａにおいて、心尖部
四腔像の左心室心壁上に、特異領域を時相保持型で重畳させた画像を配置した合成画像を
生成している。また、図７に示す一例では、画像生成部１４は、領域Ｂにおいて、心尖部
二腔像の左心室心壁上に、特異領域を時相保持型で重畳させた画像を配置した合成画像を
生成している。
【００８４】
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　また、図７に示す一例では、画像生成部１４は、領域Ｃ３において、心尖部に近い短軸
断面画像の左心室心壁上に、特異領域を時相保持型で重畳させた画像を配置した合成画像
を生成している。また、図７に示す一例では、画像生成部１４は、領域Ｃ５において、心
尖部に近い短軸断面画像の左心室心壁上に、特異領域を時相保持型で重畳させた画像を配
置した合成画像を生成している。また、図７に示す一例では、画像生成部１４は、領域Ｃ
７において、心尖部と心基部との中間に位置する短軸断面画像の左心室心壁上に、特異領
域を時相保持型で重畳させた画像を配置した合成画像を生成している。また、図７に示す
一例では、画像生成部１４は、領域Ｃ７において、心基部に近い短軸断面画像の左心室心
壁上に、特異領域を時相保持型で重畳させた画像を配置した合成画像を生成している。
【００８５】
　なお、図７に示す一例では、カラーバー及び心電波形とともに、各種の運動情報の値が
テーブルとして表示されている。図７に示すＥＤＶは、拡張末期（ＥＤ:　end　diastole
）時相での心内腔の体積である。図７に示す一例では、ＥＤＶが「１５６．０１ｍＬ」で
あり、拡張末期（基準時相）の時間が「０ｍｓｅｃ」であることが示されている。また、
図７に示すＥＳＶは、収縮末期（ＥＳ：end　systole）時相での心内腔の体積である。図
７に示す一例では、ＥＳＶが「１０９．２０ｍＬ」であり、収縮末期の時間が「４２２ｍ
ｓｅｃ」であることが示されている。
【００８６】
　また、図７に示すＥＦは、ＥＤＶ及びＥＳＶから定義される駆出率である。図７に示す
一例では、ＥＦが「３０．０１％」であることが示されている。また、図７に示す「１．
５０×ＭＶ」は、心筋の体積（ＭＶ）に平均的な心筋密度値である「１．０５ｇ／ｍＬ」
を乗算することで求められる「心筋重量（ｇ）」である。図７に示す一例では、「１．５
０×ＭＶ」が「１４０．６６ｇ」であることが示されている。また、図７に示す一例では
、「１４０．６６ｇ」が左心室の心筋の体積から推定されたものであることを表す「ｅｓ
ｔ．ＬＶ　ＭＡＳＳ」が示されている。
【００８７】
　続いて、第４の変形例について説明する。第４の変形例は、特異領域に関する情報の出
力形態に関するものである。第４の変形例においては、制御部１８は、特異領域として抽
出された心時相に関する時間の情報を出力するように制御する。一例を挙げると、第４の
変形例においては、制御部１８の制御により、画像生成部１４は、各特異領域の抽出元で
あるボリュームデータが生成された心時相に関する文字情報を各特異領域に重畳させたう
えで、重畳画像を生成する。図８は、第１の実施形態に係る第４の変形例を説明するため
の図である。
【００８８】
　図４～図７では、特異領域が抽出された心時相の情報をカラーコード化していた。これ
に対し、第４の変形例では、特異領域が抽出された心時相の情報を時間値（単位：ｍｓｅ
ｃ）として、更に、特異領域に重畳させる。図８に示す一例では、１６分画のPolar-map
像に対して、特異領域を時相保持型で重畳させ、更に、心時相に関する文字情報（時間値
）を重畳させた重畳画像を示している。なお、第４の変形例においては、制御部１８は、
特異領域として抽出された心時相に関する時間の情報をテキスト形式で出力するように制
御しても良い。例えば、特異領域として抽出された心時相に関する時間の情報は、例えば
、画像メモリ１５にテキストファイルとして出力される場合や、印刷出力される場合であ
っても良い。また、特異領域として抽出された心時相に関する時間の情報は、テキスト形
式の情報からテーブルやリストに変換されたうえで、モニタ２に表示されたり、画像メモ
リ１５に出力されたり、印刷出力されたりする場合であっても良い。
【００８９】
　続いて、第５の変形例について説明する。第５の変形例は、特異領域を時相保持型で重
畳させた重畳画像の表示形態に関するものである。時相保持型の表示方法は、治療効果を
診断する上でも有効である。近年、重度心不全患者に対して両心室ペーシング（biventri
cular　pacing）を行なう心臓再同期療法（ＣＲＴ：Cardiac　Resynchronization　Thera
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py）が注目されている。ＣＲＴは、重度心不全患者に合併することが多い心壁運動の収縮
同期不全（dyssynchrony）を改善可能な治療である。そこで、ＣＲＴの前後で時相保持型
の重畳画像を並列表示することで、医師は、ＣＲＴの効果を診断することができる。
【００９０】
　図９－１及び図９－２は、第１の実施形態に係る第５の変形例を説明するための図であ
る。なお、図９－１及び図９－２では、図５及び図６を用いて説明したように、Polar-ma
p像に対して特異領域を「時相保持型の表示方法」により重畳させた重畳画像と、各分画
の運動情報の変化曲線とが表示されている。また、モニタ２は、図９－１及び図９－２に
示す画像を並列表示しているとする。ここで、図９－１に示す重畳画像は、ＣＲＴ前（Ｐ
ｒｅ－ＣＲＴ）に生成されたボリュームデータ群から生成された重畳画像である。また、
図９－２に示す重畳画像は、ＣＲＴ後（Ｐｏｓｔ－ＣＲＴ）に生成されたボリュームデー
タ群から生成された重畳画像である。
【００９１】
　図９－１の重畳画像を参照することで、操作者は、「spetal-flash」が発生しているこ
とを観察できる。更に、図９－１の重畳画像を参照することで、操作者は、主に前壁中隔
と前壁側で収縮の遅れが発生していることを観察できる。一方、図９－２の重畳画像を参
照することで、操作者は、「spetal-flash」が消失していることを観察できる。更に、図
９－２の重畳画像を参照することで、操作者は、主に前壁中隔と前壁側に見られていた収
縮の遅れが改善している様子を観察できる。すなわち、治療前後で時相保持型の重畳画像
を並列表示することで、医師は、ＣＲＴなどの治療効果を確認することができる。
【００９２】
　次に、図１０を用いて、第１の実施形態に係る超音波診断装置の処理について説明する
。図１０は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するためのフローチャー
トである。なお、以下では、ボリュームデータ群が画像メモリ１５に格納された後の処理
について説明する。
【００９３】
　図１０に示すように、第１の実施形態に係る超音波診断装置は、操作者から入力装置３
を介して、ボリュームデータ群に対する画像処理要求を受け付けたか否かを判定する（ス
テップＳ１０１）。ここで、画像処理要求を受け付けない場合（ステップＳ１０１否定）
、超音波診断装置は、待機状態となる。
【００９４】
　一方、画像処理要求を受け付けた場合（ステップＳ１０１肯定）、運動情報生成部１７
ａは、各ボリュームデータの運動情報を生成し（ステップＳ１０２）、抽出部１７ｂは、
各ボリュームデータの特異領域を抽出する（ステップＳ１０３）。
【００９５】
　そして、画像生成部１４は、特異領域を時相保持型で重畳させた重畳画像を、心時相ご
とに生成し（ステップＳ１０４）、制御部１８は、心時相ごとの重畳画像をモニタ２にて
表示するように制御し（ステップＳ１０５）、処理を終了する。なお、心時相ごとの重畳
画像は、並列表示される場合であっても、動画表示される場合であっても良い。
【００９６】
　上述してきたように、第１の実施形態では、運動情報生成部１７ａは、被検体Ｐの心臓
を超音波で３次元走査することで生成された時系列に沿ったボリュームデータ群それぞれ
から、心壁の運動に関する運動情報を生成する。具体的には、運動情報生成部１７ａは、
ボリュームデータ間のパターンマッチングにより、運動情報を生成する。
【００９７】
　抽出部１７ｂは、運動情報生成部１７ａが生成した運動情報が所定の範囲となる特異領
域を各ボリュームデータから抽出する。第１の実施形態では、抽出部１７ｂは、所定の閾
値及び当該所定の閾値を越える範囲を所定の範囲として、特異領域を抽出する。
【００９８】
　画像生成部１４は、処理対象となるボリュームデータから抽出部１７ｂが抽出した特異
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領域を、当該処理対象となるボリュームデータ以前に生成されたボリュームデータから抽
出部１７ｂが抽出した特異領域が保持された状態で重畳した重畳画像を生成する。ここで
、画像生成部１４は、各特異領域の抽出元であるボリュームデータが生成された心時相に
応じて各特異領域に割り当てる色調を変化させたうえで、重畳画像を生成する。そして、
制御部１８は、画像生成部１４が生成した重畳画像を表示するように制御する。
【００９９】
　すなわち、第１の実施形態では、時相保持型の表示方法を行なうことで、異常な興奮伝
播の有無や、異常な興奮伝播が生じている部位を、従来の時相更新型の表示方法と比較し
て、判りやすく表現することができる。すなわち、操作者は、３次元的に解析された運動
情報の３次元的な伝播の様相を把握して解析することができる。例えば、第１の実施形態
では、上述したように、健常例では心尖部から円周方向に一様な興奮が弁輪部へと伝播す
るのに対し、不整脈等で異常な興奮伝導が有る症例では円周方向の均一性が途絶えた興奮
伝播となる様相を一目で把握可能な画像を表示することができる。従って、第１の実施形
態では、心臓における興奮伝播の様相を容易に判別させることが可能となる。
【０１００】
　また、第１の実施形態では、運動情報生成部１７ａは、運動情報として、心臓組織の局
所的な面積の変化率又は局所的な面積の変化率の時間変化率の少なくとも一つを生成する
。面積の変化率は、円周方向の伸縮と長軸方向の伸縮との双方の情報を有する運動情報で
ある。従って、面積の変化率や面積の変化率の時間変化率を運動情報として用いることは
、心臓における興奮伝播の様相を診断する上で、有用な指標となる。
【０１０１】
　また、第１の実施形態では、規格化した運動情報を用いて特異領域を抽出しても良い。
すなわち、抽出部１７ｂは、各ボリュームデータから特異領域を抽出する際に、処理対象
となるボリュームデータが生成された心時相における代表値により運動情報を規格化した
上で抽出処理を行なう。具体的には、抽出部１７ｂは、予め設定された値を代表値として
用いることで、運動情報を規格化する。或いは、抽出部１７ｂは、各心時相における運動
情報から推定された空間的な極値を代表値として用いることで、運動情報を規格化する。
【０１０２】
　規格化を行なうことで、各心時相のボリュームデータからの特異領域抽出処理を簡易に
することができる。また、代表値を統計学的に推定したピーク値とすることで、実際には
興奮伝播が行なわれていない部位の運動情報が、アーティファクトなどの影響でスパイク
状ノイズが運動情報の値に混入することでピーク値として採用されることを回避できる。
【０１０３】
　また、第１の実施形態では、制御部１８は、特異領域として抽出された心時相に関する
時間の情報を出力するように制御する。第１の実施形態によれば、更に、左心室全体から
特異領域として検出された局所的な個々の位置上での時間値（ボリュームデータが得られ
た心時相に関する時間情報）を定義することが可能である。そこで、第１の実施形態では
、この時間情報をテキストファイル形式で出力したり、或いは、画像生成部１４を介して
画像上に表示したりしても良い。例えば、上記の場合では、特異領域をカラーコード化し
て表示したうえで、特異領域として検出された時間値の各分画における平均値を文字情報
として各特異領域に重畳させて表示している。これにより、操作者は、興奮伝播が、どの
程度の時間間隔で進行しているのかを数値により定量的に把握することができる。
【０１０４】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態では、時相保持型の重畳画像を用いて興奮伝播の指標値が算出される場
合について、図１１を用いて説明する。図１１は、第２の実施形態を説明するための図で
ある。
【０１０５】
　時相保持型の重畳画像では、全領域から未だ標識されていない部位のうち、ある時相で
始めて相対的な閾値を超えた部位が時間と共に逐次追加されて標識される。すなわち、時
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相更新型の重畳画像と比較すると、時相保持型の重畳画像では、興奮伝播の時相が細かな
領域に分割されている。従って、ある時相で標識された特異部位の周辺に次の時相で新た
な特異領域が出現した場合、次の時相で新たに出現した特異領域の方向へ興奮が伝播した
ものと考えることができる。すなわち、ある時相での特異領域の境界位置を検出し、次の
時相での特異領域の境界位置と近接している部分については、近接している境界線間の法
線ベクトルを求めることで、この部分に関する興奮伝播の方向が推定可能となる。
【０１０６】
　そこで、第２の実施形態では、抽出部１７ｂは、更に、連続する心時相における特異領
域間の境界位置の時間的な変化に関する時間的変化情報を算出する。抽出部１７ｂは、各
ボリュームデータにおける特異領域の位置情報を取得することができる。そこで、抽出部
１７ｂは、図１１の（Ａ）に示すように、前の心時相の特異領域の境界位置Ｌ０周辺に、
現時相での新たな特異領域の境界位置Ｌ１が出現した場合、Ｌ０上の点Ｐ０を始点とする
法線を生成し、生成した法線と境界位置Ｌ１との交点である点Ｐ１を特定する。すなわち
、抽出部１７ｂは、点Ｐ０を始点とし、点Ｐ１を終点とする「法線ベクトルＰ０Ｐ１」を
、境界位置の時間的な変化に関する時間的変化情報として算出する。かかる法線ベクトル
の大きさは、興奮伝播の速度ベクトルの大きさとみなすことができる。興奮伝播速度ベク
トルの大きさとしては、法線ベクトルＰ０Ｐ１の大きさを２で割った値として推定するの
が好適である。
【０１０７】
　そして、第２の実施形態に係る制御部１８は、時間的変化情報を出力するように制御す
る。例えば、第２の実施形態に係る画像生成部１４は、制御部１８の制御により、更に、
抽出部１７ｂが算出した時間的変化情報を特異領域に重畳させた上で、重畳画像を生成す
る。例えば、画像生成部１４は、図１１の（Ｂ）に示すように、第２フレームのPolar-ma
p像に重畳された特異領域の境界位置に、抽出部１７ｂが算出した法線ベクトルを示す矢
印を重畳させる。ここで、矢印の長さは、法線ベクトルの大きさの二分の一の大きさとす
る。また、画像生成部１４は、図１１の（Ｂ）に示すように、第３フレームについても同
様の処理を行なう。そして、制御部１８は、図１１の（Ｂ）に示す重畳画像をモニタ２に
表示させる。
【０１０８】
　なお、第２の実施形態は、抽出部１７ｂが、更に、時間的変化情報（法線ベクトル、興
奮伝播速度ベクトル）に基づく興奮伝播速度の情報を算出しても良い。すなわち、抽出部
１７ｂは、上記の興奮伝播速度ベクトルをフレーム間の時間間隔で割ることで、興奮伝播
速度値（単位：ｃｍ／ｓｅｃ）の値を算出することも可能である。抽出部１７ｂが算出し
た興奮伝播速度の情報は、制御部１８の制御により出力される。具体的には、画像生成部
１４は、制御部１８の制御により、更に、抽出部１７ｂが算出した興奮伝播速度の情報を
特異領域に重畳させた上で、重畳画像を生成し、モニタ２は、重畳画像を表示する。なお
、第２の実施形態は、時間的変化情報及び興奮伝播速度の情報の双方が出力される場合で
あっても、時間的変化情報及び興奮伝播速度の情報のいずれか一方のみが出力される場合
であっても良い。また、時間的変化情報及び興奮伝播速度の出力形態は、上述したように
、重畳画像として表示される場合に限定されるものではない。例えば、時間的変化情報（
興奮伝播速度ベクトル）及び興奮伝播速度は、時間変化のグラフ（時間変化曲線）として
表示される場合や、数値のテキストファイルとして出力される場合であっても良い。
【０１０９】
　上述してきたように、第２の実施形態では、抽出部１７ｂは、更に、連続する心時相に
おける特異領域間の境界位置の時間的な変化に関する時間的変化情報を算出し、当該算出
した時間的変化情報を用いて興奮伝播速度の情報を演算する。そして、制御部１８は、時
間的変化情報又は興奮伝播速度の情報の少なくとも一方を出力するように制御する。例え
ば、制御部１８により、画像生成部１４は、更に、抽出部１７ｂが算出した時間的変化情
報を特異領域に重畳させた上で、重畳画像を生成する。第２の実施形態では、興奮伝播速
度に関する具体的な情報を提供することができる。従って、第２の実施形態では、心臓に
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おける興奮伝播の様相を更に容易に判別させることが可能となる。更に、抽出部１７ｂに
より得られた特異領域の境界位置の時間的な変化の情報である、時間的変化情報（興奮伝
播速度ベクトル）及び興奮伝播速度は、時間変化曲線として表示される場合や、数値のテ
キストファイルとして出力される場合であっても良い。かかる出力形態によっても、心臓
における興奮伝播の様相を更に容易に判別させることが可能となる。
【０１１０】
（第３の実施形態）
　第３の実施形態では、時相保持型の重畳画像に用いられる特異領域の抽出方法の変形例
について図１２及び図１３を用いて説明する。なお、図１２及び図１３は、第３の実施形
態を説明するための図である。
【０１１１】
　第１の実施形態では、抽出部１７ｂは、例えば、各心時相のピーク値で規格化された指
標値を求めて、指標値が閾値（α）以上となる領域を特異領域として抽出した。第３の実
施形態では、第１の実施形態の特異領域の抽出方法を第１の抽出方法とすると、以下に説
明する第２の抽出方法、或いは、第３の抽出方法が抽出部１７ｂにより実行される。
【０１１２】
　まず、第２の抽出方法について説明する。第２の抽出方法を実行する場合、抽出部１７
ｂは、所定の複数段階の区間値から設定される複数の範囲を所定の範囲として、特異領域
を抽出する。すなわち、第２の抽出方法は、運動情報が複数の所定の値の範囲にある部位
を特異領域として抽出するものである。例えば、抽出部１７ｂは、各心時相のピーク値で
運動情報を規格化した指標値を、４つのレベルでクラス分けする。すなわち、第１の実施
形態で説明したように、ピーク値で規格化した運動情報（指標値）は、「１．０」以下の
値となる。
【０１１３】
　そこで、抽出部１７ｂは、例えば、所定の複数段階を「４」として、指標値を４つのレ
ベルに分ける。すなわち、抽出部１７ｂは、指標値を「０．０～０．２５」、「０．２５
～０．５」、「０．５～０．７５」及び「０．７５～１．０」の４段階の区間値に区分け
する。そして、抽出部１７ｂは、予め設定された値「δ」により、複数の範囲を設定する
。すなわち、抽出部１７ｂは、区間値間の境界レベルとなる「０．２５」に対して、図１
２に示すように、「（０．２５－δ）～（０．２５＋δ）」の第１範囲を設定する。また
、抽出部１７ｂは、区間値間の境界レベルとなる「０．５」に対して、図１２に示すよう
に、「（０．５－δ）～（０．５＋δ）」の第２範囲を設定する。また、抽出部１７ｂは
、区間値間の境界レベルとなる「０．７５」に対して、図１２に示すように、「（０．７
５－δ）～（０．７５＋δ）」の第３範囲を設定する。なお、抽出部１７ｂは、境界レベ
ルとなる「１．０」に対しては、図１２に示すように、「（１．０－δ）～１．０」の第
４範囲を設定する。
【０１１４】
　そして、抽出部１７ｂは、第１範囲～第４範囲に該当する領域を特異領域として抽出す
る。換言すると、第２の抽出方法は、運動情報を規格化した指標値から、等高線に相当す
る複数の領域を特異領域として抽出する。第２の抽出方法で抽出された特異領域は、第１
の実施形態と同様に、サーフェスレンダリング画像、Polar-map像、ＭＲＰ画像において
、時相保持型で重畳されたうえで、モニタ２に表示される。
【０１１５】
　なお、第２の抽出方法においても、抽出部１７ｂは、第１の実施形態の第１の変形例と
して説明したように、複数の固定値や、１つの固定値を代表値として規格化処理を行なう
ことができる。また、第２の抽出方法においても、抽出部１７ｂは、第１の実施形態の第
１の変形例として説明したように、統計学的に推定されたピーク値を代表値として規格化
処理を行なうことができる。
【０１１６】
　次に、第３の抽出方法について説明する。興奮伝播の最前線位置では、運動情報の値に
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局所的なピークの分布が山ないし谷の稜線として出現すると考えられる。すなわち、興奮
伝播の様相は、水滴を落とすことで水面に広がる波紋としてイメージすることができる。
このような局所的なピークの分布は、運動情報「ｆ」の空間的な全微分「ｄｆ」がゼロに
近い領域として抽出することが可能である。そこで、第３の抽出方法を実行する場合、抽
出部１７ｂは、運動情報が空間的に極値となる値を含む範囲を所定の範囲として、特異領
域を抽出する。
【０１１７】
　具体的には、抽出部１７ｂは、「ε」をゼロに近い値（例えば、０．０１など）として
、図１３に示すように、｜df｜　＜　ε　となる領域を特異領域として検出する。「ε」
の設定により、山や谷の稜線に相当する特異領域の幅を制御することができる。「ε」と
して相対的に大きな値を用いると幅が拡がり、特異領域は、線状の分布になる。一方、「
ε」を小さく設定すると、特異領域は、極大（ないし極小）値を得る点状の分布となる。
第３の抽出方法で抽出された特異領域は、第１の実施形態と同様に、サーフェスレンダリ
ング画像、Polar-map像、ＭＲＰ画像において、時相保持型で重畳されたうえで、モニタ
２に表示される。
【０１１８】
　上述してきたように、第３の実施形態では、抽出部１７ｂは、第２の抽出方法として、
所定の複数段階の区間値から設定される複数の範囲を所定の範囲として、特異領域を抽出
する。第２の抽出方法を行なうことで、ボリュームデータの時間分解能が不足していて識
別が困難な同一時相における興奮領域を、レベルの隙間を用いて標識しないことにより把
握することができる。生体から得られる運動情報には空間的な連続性が期待されるので、
「相対的に値が大きい部位は値が小さい部位よりも速く興奮した」と考えることができる
のであれば、第２の抽出方法により、上記の効果を達成できる。
【０１１９】
　或いは、第３の実施形態では、抽出部１７ｂは、第３の抽出方法として、抽出部１７ｂ
は、運動情報が空間的に極値となる値を含む範囲を所定の範囲として、特異領域を抽出す
る。第３の抽出方法を行なうことで、興奮伝播の最前線位置を容易に把握させることがで
きる。
【０１２０】
　なお、上述した第１～第３の実施形態では、運動情報として左心室の運動情報が生成さ
れる場合について説明した。しかし、運動情報は、左心室に限定されるものではなく、左
心房、右心室、右心房の運動情報であっても良い。また、上述した第１～第３の実施形態
では、運動情報生成部１７ａが、運動情報として、局所的な面積変化率や、局所的な面積
変化率の時間変化率を生成する場合に説明した。しかし、運動情報生成部１７ａが生成す
る運動情報は、以下のものであっても良い。すなわち、運動情報生成部１７ａは、運動情
報として、心臓組織の局所的な歪み（strain）、当該心臓組織の局所的な歪みの時間変化
率である歪み率を生成しても良い。また、運動情報生成部１７ａは、運動情報として、心
臓組織の局所的な回転（rotation）、当該心臓組織の局所的な回転の時間変化率である回
転率を生成しても良い。また、運動情報生成部１７ａは、運動情報として、心臓組織の局
所的な捻れ（twist）、当該心臓組織の局所的な捻れの時間変化率である捻れ率を生成し
ても良い。また、運動情報生成部１７ａが、運動情報として、心臓組織の局所的な変位（
displacement）、又は、当該心臓組織の局所的な変位の時間変化率である速度を生成して
も良い。
【０１２１】
　運動情報生成部１７ａは、上記の運動情報から選択された少なくとも一つの運動情報を
生成することができる。また、抽出部１７ｂは、複数の運動情報が生成された場合、個々
の運動情報ごとに特異領域を抽出し、画像生成部１４は、個々の運動情報ごとに、時相保
持型の重畳画像を生成する。そして、モニタ２は、運動情報ごとの重畳画像を表示する。
【０１２２】
　また、上述した第１～第３の実施形態では、超音波診断装置においてボリュームデータ
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群に対する処理が行なわれる場合について説明した。しかし、超音波診断装置とは独立に
設置された画像処理装置により、上述したボリュームデータ群に対する処理が行なわれる
場合であってもよい。具体的には、図１に示すボリュームデータ処理部１７、画像生成部
１４及び制御部１８の表示制御機能を有する画像処理装置が、超音波診断装置、又は、Ｐ
ＡＣＳのデータベースや、電子カルテシステムのデータベースから受信したボリュームデ
ータ群を受信して上述した画像処理を行なう場合であってもよい。
【０１２３】
　また、上述した第１～第３の実施形態と上記の画像処理装置とでは、ボリュームデータ
群に対する処理が行なわれる場合について説明した。しかし、上述した一連の画像処理は
、このボリュームデータを用いる代わりに、位置の異なる複数の２次元断面のデータを合
成することで３次元的な運動情報の分布情報を得ることで行なわれる場合であっても良い
。
【０１２４】
　かかる場合、運動情報生成部１７ａは、被検体の心臓の対象領域のうち、複数の２次元
領域を含むように走査をすることで生成された時系列に沿った複数の断面データ群を用い
て、心壁の運動に関する運動情報の対象領域における３次元的な分布を生成する。そして
、抽出部１７ｂは、運動情報生成部１７ａが生成した運動情報が所定の範囲となる特異領
域を対象領域に分布した運動情報から抽出する。そして、画像生成部１４は、処理対象と
なる複数の各断面データに基づいて抽出部１７ｂが抽出した特異領域を、当該処理対象と
なる複数の各断面データ以前に生成された複数の各断面データに基づいて抽出部１７ｂが
抽出した特異領域が保持された状態で重畳した重畳画像を生成する。そして、制御部１８
は、重畳画像を表示するように制御する。なお、抽出部１７ｂは、複数の断面データから
特異領域を抽出する際に、処理対象となる複数の断面データが生成された心時相における
代表値により運動情報を規格化した上で抽出処理を行なう。また、画像生成部１４は、各
特異領域の抽出元である複数の断面データが生成された心時相に応じて各特異領域に割り
当てる色調を変化させたうえで、重畳画像を生成する。
【０１２５】
　具体的には、運動情報生成部１７ａは、Ａ４Ｃ像（心尖部四腔像）、Ａ２Ｃ像（心尖部
二腔像）及びＡ３Ｃ像（心尖部三腔像）の各々の１心拍の動画像について、２次元画像デ
ータ間のパターンマッチングにより、運動情報を生成する。そして、運動情報生成部１７
ａは、運動情報に対して左心室の円周方向に空間的な補間処理を行うことで３次元的な運
動情報の時空間分布情報を得る。これにより、特異領域の抽出と、特異領域の時相保持型
の重畳画像の生成と、重畳画像の表示とを行なうのが好適な例である。
【０１２６】
　なお、この場合、図１で示した「ボリュームデータ処理部１７」は「複数の２次元画像
データ処理部１７’」として置き換え、図１０で示した「ボリュームデータ」の記述は「
複数の２次元画像データ」に置き換えることで、本質的に同等な作用が提供可能なことは
容易に理解されよう。
【０１２７】
　但し、本形態の場合には、複数の画像データを収集する必要があるために、同一心拍で
の３次元的な情報は得られない。また、空間的にも３断面程度の限定された領域しか実デ
ータが得られないために、隙間のデータは補間して推定することから、ボリュームデータ
が得られている場合に比較して空間分解能が低下する。更には、断面に垂直な方向への動
きは検出が出来ないために、得られる運動情報は本来心臓が有する３次元的な動きの射影
成分が観察されていることになる。
【０１２８】
　その一方で、２次元走査の場合には、ボリュームデータを収集する際の３次元走査の場
合に比べてフレームレートを高く保つことが可能なため、本形態で得られる運動情報なら
びに特異領域の情報に関する時間分解能は高くなるという利点を有する。
【０１２９】
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　また、３次元走査が可能な超音波診断装置は、超音波プローブ１として２次元アレイプ
ローブが必要になる。一方で本形態の場合には超音波プローブ１として一般的な１次元ア
レイのプローブの適用が可能なため、超音波診断装置をより簡便に構成することができる
。
【０１３０】
　或いは、上述した一連の画像処理は、２次元走査による画像を上述の変形例のように複
数用いることをせずに、ある断面１つのみを用いて行なわれる場合であっても良い。
【０１３１】
　かかる場合、運動情報生成部１７ａは、被検体の心臓を超音波で２次元走査することで
生成された時系列に沿った断面データ群を用いて、心壁の運動に関する運動情報の、前記
２次元走査領域における２次元的な分布を生成する。そして、抽出部１７ｂは、運動情報
生成部１７ａが生成した運動情報が所定の範囲となる特異領域を断面データから抽出する
。そして、画像生成部１４は、処理対象となる断面データから抽出部１７ｂが抽出した特
異領域を、当該処理対象となる断面データ以前に生成された断面データから抽出部１７ｂ
が抽出した特異領域が保持された状態で重畳した重畳画像を生成する。そして、制御部１
８は、重畳画像を表示するように制御する。なお、抽出部１７ｂは、１つの断面データか
ら特異領域を抽出する際に、処理対象となる１つの断面データが生成された心時相におけ
る代表値により運動情報を規格化した上で抽出処理を行なう。また、画像生成部１４は、
各特異領域の抽出元である１つの断面データが生成された心時相に応じて各特異領域に割
り当てる色調を変化させたうえで、重畳画像を生成する。
【０１３２】
　この場合は、図１で示した「ボリュームデータ処理部１７」は「２次元画像データ処理
部１７’’」として置き換え、図１０で示した「ボリュームデータ」の記述は「２次元画
像データ」に置き換えることで、本質的に同等な作用が提供される。但し、出力画像の表
示形態は、これまで述べてきた３次元的なものではなく、２次元画像に対して色付けを行
った２次元的な表現に限定される。例えば、図７の領域Ａに示したような心尖部四腔像の
左心室心壁上に、特異領域を時相保持型で重畳させた画像を配置した２次元画像データが
出力画像として表示される。
【０１３３】
　従って、この形態では、出力における本画像処理に関わる特異領域の分布（機械的興奮
伝播の情報に相当する）の把握について、走査が行われた心臓中の２次元の特定領域に限
定されることになる。しかしながら、対象とした２次元領域内での機械的興奮伝播の情報
について、元となる２次元画像が高い時空間分解能を有しているために、相対的に高い時
空間分解能で把握可能となる利点を有する。
【０１３４】
　なお、本実施形態で説明した画像処理方法は、あらかじめ用意された画像処理プログラ
ムをパーソナルコンピュータやワークステーションなどのコンピュータで実行することに
よって実現することができる。この画像処理プログラムは、インターネットなどのネット
ワークを介して配布することができる。また、この画像処理プログラムは、ハードディス
ク、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤなどのコンピュータで
読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されるこ
とによって実行することもできる。
【０１３５】
　以上、説明したとおり、第１～第３の実施形態によれば、心臓における興奮伝播の様相
を容易に判別させることが可能となる。
【０１３６】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
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含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０１３７】
　１　超音波プローブ
　２　モニタ
　３　入力装置
　４　心電計
　１０　装置本体
　１１　送受信部
　１２　Ｂモード処理部
　１３　ドプラ処理部
　１４　画像生成部
　１５　画像メモリ
　１６　内部記憶部
　１７　ボリュームデータ処理部
　１７ａ　運動情報生成部
　１７ｂ　抽出部
　１８　制御部

【図１】 【図２】
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【図８】 【図９－１】

【図９－２】 【図１０】
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【図１２】

【図１３】
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